
1 

 

令和元年度 第 3回生駒市地域公共交通活性化協議会 分科会 

議事概要 

 

日 時 令和 2年 2月 20日（木）午後 3時～午後 5時 10分 

場  所 生駒市コミュニティセンター2階 205会議室 

出 席 者  

（委 員）小紫会長（代理：山本副市長）、喜多副会長、森岡副会長、黒部委員、平岩委員、 

松尾委員、矢田委員、山下委員 

（アドバイザー）奈良交通株式会社（木村） 

（事務局）生駒市（杉浦総務部長、米田建設部長、駒井事業計画課長、後藤地域包括ケア推進

課長、清水防災安全課課長補佐）、岸野都市交通計画コンサルタント株式会社（岸

野）、セントラルコンサルタント株式会社（橋本） 

欠 席 者  

（委 員）藤澤委員、村上委員 

傍 聴 者 1名 

議 事 

1審議案件 

(1)公共交通サービスを提供する候補地区における対策案の検討について 

(2)既存公共交通の利用促進に向けた対策案の検討について 

(3)その他 

2その他 

(1)今後の会議予定 

(2)その他 

配布資料  

[資料 1] 公共交通サービスを提供する候補地区における対策案の検討 

      鹿ノ台ぐるぐるバスについて（案） 奈良交通株式会社 

主な議事内容 

１審議案件 

(1)公共交通サービスを提供する候補地区における対策案の検討について 

[高山地区] 

・獅子が丘では近年、定住する人が増えてきている。 

・高山地区を運行する路線バスは国の補助を受けて運行している。（傍示～生駒北スポー

ツセンター間は、市が奈良交通に委託して運行している。） 

・路線バスの延伸等を検討する際は、国の補助を受けるための補助要件を満たすような検

討が必要である。 

・検討に際しては、獅子が丘地域における利用者の利用時間帯や利用見込みなどの地域特

性を把握する必要がある。 

[北田原地区] 

・北田原地区の中央部では工場が密集していることから大型車両の国道 168号への出入り

が多い。 

・資料中に示している路線バスの延伸ルートは、道幅が狭いため、延伸は物理的に困難で

ある。 
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・当該地区における対策案として、路線バスが運行している国道 168号において、フリー

乗降が可能な区間でのフリー乗降制導入や、交通の安全や円滑な通行確保を条件に設置

可能な位置にバス停を設置するなど、利用者の利便性の向上に向けた検討が考えられる。 

[桜ヶ丘地区] 

・生駒駅から桜ヶ丘地区までの区間において、既存コミュニティバス（道路の幅員が狭い

ため）の進入は困難である。 

・阪奈道路沿いに桜ヶ丘地区の地域住民が利用するバス停を設置することも考え得るが、

ほぼ自動車専用道路であることから車両の加減速ができず交通の安全や円滑の確保が

できないため、導入は困難ではないか。（高速バスのようにバス停と車道とを完全分離す

る必要がある。） 

・その他の案としてシニアカーの導入も考えられる。 

[鹿ノ台地区] 

・当該地区における路線バスの延伸は道路構造上運行可能であるが、当該地区に大型車両

が運行することに対する地域住民の合意が得られず、路線バスの延伸は困難な状況であ

る。（コミュニティバスを運行する場合は中型もしくは小型車両が望ましい。） 

・奈良交通においてコミュニティバスを運行させる場合の費用は運行日数 241日の場合は

9,500千円、144日の場合は 5,700千円である。 

・現在運行しているコミュニティバスの実績（生駒交通の場合）では、年間約 6,500千円

である。（平成 30年度における 4地区（本町、南、北新町、萩の台）のコミュニティバ

ス運行にかかる費用の平均値を参考） 

・上記は車両費が含まれていないため同程度の条件下での費用比較を含め、実現可能かど

うかを可能な範囲で事前に調査、検証し、次回協議会で引き続き検討することとした。 

・コミュニティバスの運行を持続可能なものとするため、コミュニティバスの試乗会、目

的地でのイベントの開催、スーパーの売出し日に合わせた運行ダイヤの検討、口コミや

ＰＲ、生きいきクーポンの活用、割引回数券の販売、協賛金や広告費用の活用などの利

用促進策を現在地域で検討している。 

[菜畑地区] 

・生駒駅から中菜畑二丁目区間において路線バスが運行しているが、当該区間以降の延伸

について検討の余地がある。 

・ただし、現行の路線バスは中菜畑二丁目にて運行の時間調整を行っているため、路線を

延伸する場合は時間を調整できるような待機スペースの確保も必要になると考えられ

る。（生駒駅にて時間調整を行うのは困難） 

・近年、西菜畑町において住宅開発が進んでいる。 

[真弓地区] 

・当該地区については道幅も確保されており、路線バスの延伸の検討の余地がある。 

 

2その他 

(1)今後の会議予定 

○事務局から、第 4回協議会を 3月 10日（火）午後 3時、市役所大会議室で開催する。と

の説明を行った。 

(2)その他 

○特になし 


